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(57)【要約】
【課題】ＤＴＶアンテナの下方にＡＭアンテナを設置し
ても高感度のＤＴＶアンテナが得られ、またＡＭアンテ
ナの感度を確保できる自動車用窓ガラスを提供する。
【解決手段】デフォッガ１４の熱線パターン形状を、自
動車のルーフの金属部２４に向かって中央部分が凸状と
なった凸状熱線パターン部分３０を有する形状とし、こ
の凸状熱線パターン部分の両側に非発熱領域を設ける。
このスペースの上方であって、自動車のルーフの金属部
の近くにＤＴＶアンテナ３２ａ，３２bを配置し、非発
熱領域内に、ＡＭアンテナのエレメントの一部を、ＤＴ
Ｖアンテナとの間の距離を確保して配置し、非発熱領域
内に、ＦＭアンテナを凸状熱線パターン部分に沿って配
置する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デフォッガと、デフォッガの上方に設けられたＤＴＶアンテナおよびＡＭアンテナとが
リアガラスの表面に形成された自動車用窓ガラスにおいて、
　前記デフォッガの熱線パターン形状は、前記窓ガラスを自動車に取り付けた際の上中央
部分が凸状となった凸状熱線パターン部分を有する形状であり、この凸状熱線パターン部
分の両側に非発熱領域を設け、
　前記非発熱領域の上方であって、前記自動車のルーフの金属部の近くに前記ＤＴＶアン
テナを配置し、
　前記非発熱領域内に、前記ＡＭアンテナのエレメントの一部を、前記ＤＴＶアンテナと
の間の距離を確保して配置した、
ことを特徴とする自動車用窓ガラス。
【請求項２】
　前記ＡＭアンテナは、前記凸状熱線パターン部分に対向し、前記凸状熱線パターン部分
を形成する熱線に対し平行な複数本の第１のエレメントと、前記非発熱領域に配置される
第２のエレメントとを有する、ことを特徴とする請求項１に記載の自動車用窓ガラス。
【請求項３】
　前記非発熱領域内に配置される前記ＡＭアンテナの第２のエレメントは、メアンダ形状
を有する、ことを特徴とする請求項１または２に記載の自動車用窓ガラス。
【請求項４】
　前記非発熱領域内に配置される前記ＡＭアンテナの第２のエレメントは、櫛型形状を有
する、ことを特徴とする請求項１または２に記載の自動車用窓ガラス。
【請求項５】
　前記凸状熱線パターン部分を構成する４本以上の横方向熱線を２分して、それぞれ、前
記横方向熱線より線幅が大きい熱線に接続し、これらの熱線を前記デフォッガのバスバー
に接続した、ことを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の自動車用窓ガラス。
【請求項６】
　前記ＡＭアンテナの給電端子を、前記リアガラスのサイド側に設けた、ことを特徴とす
る請求項１～５のいずれかに記載の自動車用窓ガラス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車用窓ガラス、特に防曇用のデフォッガおよびアンテナが設けられた自
動車用窓ガラスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　デフォッガが設けられたリアガラスにアンテナを設ける場合、アンテナはデフォッガと
車体ルーフの金属部と間の狭いスペースに設けられる。設けられるアンテナとしては、Ａ
Ｍアンテナ，ＦＭアンテナがある(例えば、特許文献１参照)。
【特許文献１】特表２００３－５００８７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　最近では、地上波デジタルテレビ（ＤＴＶ）放送を受信するために、ＤＴＶアンテナを
、ＡＭアンテナ，ＦＭアンテナとともに設けることが、試みられている。
【０００４】
　デフォッガと車体ルーフの金属部と間の狭いスペースに、ＤＴＶアンテナ，ＡＭアンテ
ナ，ＦＭアンテナ、特にＤＴＶアンテナおよびＡＭアンテナが設けられると、ＡＭアンテ
ナがＤＴＶアンテナに接近し、ＤＴＶアンテナの感度を低下させるという問題を生じる。
特に、ＤＴＶアンテナの下方に水平のアンテナエレメントが設置されると、ＤＴＶアンテ
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ナの感度が低下する。これは、水平のアンテナエレメントの影響により、水平偏波に対す
るＤＴＶアンテナの仰角方向の指向性が水平方向から天頂方向になるため、地上波の受信
に不利となり、感度低下を招くことによる。
【０００５】
　このような理由から、ＤＴＶアンテナの下方に接近してＡＭアンテナを設けることがで
きないとすれば、アンテナエレメントの設置面積が確保されず、結果としてＡＭアンテナ
の感度が充分に確保されないという問題も生じる。
【０００６】
　したがって、本発明の目的は、ＤＴＶアンテナの下方にＡＭアンテナ，ＦＭアンテナを
設置しても高感度のＤＴＶアンテナが得られ、またＡＭアンテナ，ＦＭアンテナの感度を
確保できる自動車用窓ガラスを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によれば、以下の手段を採用する。
（１）デフォッガの熱線パターンの形状を、窓ガラスを自動車に取り付けた際の上中央部
分が凸状となった凸状熱線パターン部分を有する形状とする。凸状熱線パターン部分の両
側は後退しており、ＤＴＶアンテナと下方に後退した熱線パターン部分との間に非発熱領
域が確保される。ＡＭアンテナは、凸状熱線パターン部分に対向し、凸状熱線パターン部
分を形成する熱線に対し平行な複数本の第１のエレメントと、非発熱領域に配置される第
２のエレメントとを有する。これにより、ＤＴＶアンテナと下方に位置するＡＭアンテナ
の第２のエレメントとの間の距離が確保され、水平偏波のＤＴＶ受信へのＡＭアンテナの
影響を軽減させることができる。
【０００８】
（２）ＤＴＶアンテナの下方に配置するＡＭアンテナの第２のエレメントのパターンを、
メアンダ(蛇行)形状または櫛型形状にする。これにより、水平偏波のＤＴＶ受信へのＡＭ
アンテナの影響をさらに軽減させることができる。また、ＡＭアンテナは設置面積を必要
とするが、非発熱領域にＡＭアンテナの第２のエレメントを配置できるので、設置面積を
確保できる結果、ＡＭアンテナの感度を確保できる。
【０００９】
（３）ＦＭアンテナが設けられる場合には、ＡＭアンテナの第２のエレメントの下方に配
置するＦＭアンテナのエレメントを、凸型熱線パターン部分に沿わせたパターンにする。
これにより、ＤＴＶアンテナと下方に位置するＦＭアンテナとの間の距離が確保され、水
平偏波のＤＴＶ受信へのＦＭアンテナの影響を軽減させることができる。また、ＦＭアン
テナの設置面積を確保できる結果、ＦＭアンテナの感度を確保できる。
【００１０】
（４）ＡＭアンテナおよびＦＭアンテナの給電端子は、リアガラスのサイド側に設ける。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ＤＴＶアンテナの下方にＡＭアンテナを設置しても高感度のＤＴＶア
ンテナが得られ、またＡＭアンテナの感度を確保できる自動車用窓ガラスを実現できる。
　さらに、ＡＭアンテナには、リアガラスのサイド側から給電が可能になるため、ＡＭア
ンプの車両への搭載が可能となり、車両設計の自由度が増す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。
【実施例１】
【００１３】
　図１は、本発明の自動車用窓ガラスの一実施例を示す図である。本実施例の自動車用窓
ガラス１０は、リアガラス１２の車内側表面に形成されたデフォッガ１４を具えている。
デフォッガ１４は、リアガラス１２の両側部に設けられたバスバー１６ａ，１６ｂ間に横
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方向に接続された複数本の熱線１８よりなる。これら熱線のパターンは、自動車用窓ガラ
ス１０を自動車に取り付けた際の上中央部が上方に凸型に盛り上がり、両側が下方に後退
した凸型熱線パターンである。凸型部分（凸型熱線パターン部分）３０には５本の横方向
熱線１８が含まれ、凸型熱線パターン部分の両側には、これら５本の横方向熱線１８が接
続される縦方向熱線２０ａ，２０ｂが設けられている。これら縦方向熱線２０ａ，２０ｂ
の各下端部は、それぞれ横方向熱線２２ａ，２２ｂを経て、バスバー１６ａ，１６ｂの上
端部に接続される。
【００１４】
　凸型熱線パターン部分３０をバスバーに接続するこれらの熱線２０ａ，２２ａおよび２
０ｂ，２２ｂには、横方向熱線５本分の電流が流れるので、線幅を横方向熱線１８の線幅
と同一にしたのでは、発熱量が他の部分に比べて大きくなる。これを避けるために、これ
ら熱線の線幅を横方向熱線１８の線幅より大きくする必要がある。
【００１５】
　このような凸型熱線パターン形状のデフォッガ１４と、車体ルーフの金属部に近接する
ガラスの上辺部２４との間には、アンテナを設けることのできる非発熱領域が拡がること
になる。特に、凸型熱線パターン部分３０の両側には、ガラスの上辺部２４との間に広い
非発熱領域が拡がることになる。このような非発熱領域には、それぞれ導電線により形成
されるＤＴＶアンテナ、ＡＭアンテナ、ＦＭアンテナが配置される。
【００１６】
　ＤＴＶアンテナは、リアガラス１２の車内面側の上部両側にそれぞれ設けられ、ガラス
の上辺部２４に近い部分に配置されたＵ字形のＤＴＶアンテナエレメント３２ａ，３２ｂ
よりなる。これらのＤＴＶアンテナエレメントは、凸型熱線パターン部分３０の両側に拡
がる広い非発熱領域の上方部分に配置されることになる。これらＤＴＶアンテナエレメン
トには、給電端子３４ａ，３４ｂがそれぞれ接続される。
【００１７】
　ＦＭアンテナは、デフォッガの凸型熱線パターン部分３０に沿って両側にそれぞれ設け
られ、Ｌ字形アンテナエレメント２６ａ，２６ｂよりなる。これらＦＭアンテナエレメン
トには、給電端子２８ａ，２８ｂがそれぞれ接続される。
【００１８】
　以上のように、ＤＴＶアンテナおよびＦＭアンテナは、左右対称に配置され、それぞれ
ダイバーシティを構成できるようにしている。
【００１９】
　ＡＭアンテナは、デフォッガ１４およびＦＭアンテナの上部であって、ＤＴＶアンテナ
の下部に配置される。図１に示すように、ＡＭアンテナは、デフォッガ１４の凸型熱線パ
ターン部分３０の上方に配置された、複数本の導電線が横方向に並行して配列された矩形
状アンテナエレメント(第１のエレメント)３６と、この矩形状アンテナエレメントの両側
にそれぞれ配置されたメアンダ形状のアンテナエレメント(第２のエレメント)３８ａ，３
８ｂとよりなる。第２のエレメント３８ａ，３８ｂは、縦方向および横方向に矩形状に蛇
行しており、それぞれの一端は第１のエレメント３６に接続され、第２のエレメント３８
ａの他端は給電端子４０に接続され、第２のエレメント３８ｂの他端は開放されている。
【００２０】
　ＡＭアンテナの第２のエレメント３８ａ，３８ｂは、図１に示すように、ＤＴＶアンテ
ナエレメント３２ａ，３２ｂの下方であって、凸型熱線パターン部分３０の両側に形成さ
れた非発熱領域に配置される。このように、ＤＴＶアンテナエレメント３２ａ，３２ｂの
下方に位置する第２のエレメントは蛇行しているので、ＤＴＶアンテナの感度への影響は
低減される。
【００２１】
　さらには、デフォッガ１４の凸型熱線パターン部分３０の両側には、ＦＭアンテナエレ
メントおよびＡＭアンテナエレメントを配置できる十分な非発熱領域を確保したので、Ｄ
ＴＶアンテナエレメント３２ａ，３２ｂとＡＭアンテナの第２のエレメント３８ａ，３８
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ｂとの間の距離をとることができ、ＡＭアンテナの第２のエレメントのＤＴＶアンテナへ
の感度への影響はさらに低減される。
【００２２】
　ＡＭアンテナの第２のエレメントのメアンダ形状は、図示のような矩形状の蛇行に限る
ものではなく、正弦波状の蛇行であってもよい。また、縦方向への蛇行の幅は、一定であ
る必要はなく、蛇行ごとに異ならせることもできる。
　また、ＤＴＶアンテナエレメントの下方に位置する第２のエレメントの形状は、メアン
ダ形状に限るものではなく、例えば櫛型形状などであってもよい。メアンダ形状でなくて
も、ＡＭアンテナとＤＴＶアンテナとの間に所定の距離を確保できるので、ＡＭアンテナ
のＤＴＶアンテナへの感度の影響は低減される。
【００２３】
（比較例）
　本実施例１の非発熱領域の効果を確認するために、図２に示すように、凸型熱線パター
ン部分を形成しない通常タイプのデフォッガ６０の上方に、メアンダ形状を有するＡＭア
ンテナ３６，３８ａ，３８ｂおよびＤＴＶアンテナ３２ａ，３２ｂ設けた自動車用窓ガラ
スを比較例として作製し、実施例１および比較例について、ＡＭアンテナおよびＤＴＶア
ンテナの平均感度をそれぞれ測定した。
　表１に、ＡＭアンテナの平均感度の測定値を示す。
【００２４】
【表１】

　表２に、ＤＴＶアンテナの平均感度の測定値を示す。
【００２５】
【表２】

　ＡＭアンテナおよびＤＴＶアンテナともに、実施例１のほうが比較例よりも平均感度が
優れていることがわかる。
【実施例２】
【００２６】
　図３は、ＤＴＶアンテナエレメントの下方に位置するＡＭアンテナの第２のエレメント
の形状を、櫛型形状とした自動車用窓ガラスの他の実施例を示す。櫛型形状の第２のエレ
メントを、４２ａ，４２ｂで示す。この第２のエレメントは、櫛の歯が上方に向いた形状
をなしている。その他の構成は、図１の実施例と同じであるので、図１の構成要素と同一
の構成要素には同一の参照番号を付して示す。
【実施例３】
【００２７】
　以上の２つの実施例において、デフォッガの上方に凸型熱線パターン部分を形成した場
合、凸型熱線パターン部分の５本の横方向熱線１８を両端部において、それぞれ、熱線２
０ａ，２２ａおよび熱線２０ｂ，２２ｂに接続している。例えば、横方向熱線１８の線幅
を１ｍｍとした場合、熱線２０ａ，２２ａおよび熱線２０ｂ，２２ｂの各線幅が８ｍｍで
は、異常発熱を起こすので、線幅を１５．５ｍｍとした。この場合、線幅が大きくなるの
でデザイン性に欠ける。
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　以下にデザイン性を向上させた凸型熱線パターン部分の他の例について説明する。図４
は、デフォッガの凸型熱線パターン部分５０を含む左側部分の部分拡大図である。デフォ
ッガは左右対称であるので、左側部分についてのみ説明する。
【００２９】
　この例では、凸型熱線パターン部分５０を構成する５本の横方向熱線１８を上側３本と
下側２本とに分けて、上側３本の横方向熱線は、線幅の大きい縦方向熱線２０ａに接続し
、この縦方向熱線２０ａを横方向熱線２２ａに接続する。下側２本の横方向熱線は、線幅
の大きい横方向熱線４６ａに接続する。線幅の大きい横方向熱線２２ａ，４６ａは、それ
ぞれ、バスバー１６ａに接続する。
【００３０】
　横方向熱線１８の線幅を１ｍｍとしたときに、異常発熱を生じない熱線２０ａ，２２ａ
の各線幅は７．７ｍｍ、異常発熱を生じない熱線４６ａ線幅は６．５ｍｍであった。この
ように、５本の横方向熱線１８を１本の線幅の大きい熱線に接続する場合に比べて、線幅
を細くできるので、デザイン性が改善された。
【００３１】
　以上の例では、５本の横方向熱線を上側３本と下側２本とに分けたが、上側２本と下側
３本とに分けてもよい。また、凸型熱線パターン部分を構成する横方向熱線が４本の場合
には、上側２本と下側２本とに分ければよい。また、凸型熱線パターン部分を構成する横
方向熱線が６本の場合には、上側３本と下側３本とに分ければよい。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】図１は、本発明の自動車用窓ガラスの一実施例を示す図である。
【図２】図２は、自動車用窓ガラスの比較例を示す図である。
【図３】図３は、本発明の自動車用窓ガラスの他の実施例を示す図である。
【図４】図４は、デフォッガの凸型熱線パターン部分を含む左側部分の部分拡大図である
。
【符号の説明】
【００３３】
　１０　自動車用窓ガラス
　１２　リアガラス
　１４，６０　デフォッガ
　１６ａ，１６b　バスバー
　１８，２２ａ，２２b，４６ａ　横方向熱線
　２０ａ，２０b　縦方向熱線
　２４　ルーフ金属部
　２６ａ，２６b　ＦＭアンテナエレメント
　３０，５０　凸型熱線パターン部分
　３２ａ，３２b　ＤＴＶアンテナエレメント
　３６　ＡＭアンテナエレメント
　３８ａ，３８b　メアンダ形状ＡＭアンテナエレメント
　４２ａ，４２ｂ　櫛型形状ＡＭアンテナエレメント



(7) JP 2010-11005 A 2010.1.14

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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